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刈払機で事故発生！注意して使用しましょう
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夫と草刈りをしていたところ、夫が
振り返った際、動いたままの刈払機が
ふくらはぎに当たり受傷した。手術を
要し、約２週間の入院となった。

刈払機を使用中に、誤って手を巻き込んだ。
左人差し指を切断し、手の甲に切り傷を負い、
入院となった。

消費者へのアドバイス

国民生活センターより刈払機の使用時についての注意喚起が
ありましたのでお知らせします。



蜂の巣の駆除で思わぬ高額請求

国民生活センターより蜂の巣駆除業者についての注意喚起が
ありましたのでお知らせします。

５センチ大の蜂の巣を見つけ
たので、ネットで調べた業者に
電話をした。
その際、料金を確認すると

「蜂の巣１個で４千円。他の処
置をしても２万円まで」と言わ
れたので依頼した。作業終了後、
巣を１個だけ持参し、「これ以
外にも２個巣があった」と合計
１１万円の明細を見せられた。
他の２個分の巣は見せられてい
ない。
車に乗せられ銀行に行って支

払ったが、高額ではないか。

消費者へのアドバイス

困ったときは消費生活センターにご相談ください！
（消費者ホットライン１８８）


